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１ 国民健康保険特別会計の状況 

 

⑴  款別歳入決算の前年度比較 

款 
令和５年度 
決算額 （円） 

令和６年度 
決算額 （円） 

前年度比 

（円） （％） 
Ⓐ Ⓑ Ⓑ－Ⓐ Ⓑ／Ⓐ 

国民健康保険税 1,249,550,721 1,287,296,025 37,745,304 103.0 

県支出金 4,104,934,389 3,782,125,974 △322,808,415 92.1 

財産収入 1 1 0 100.0 

繰入金 727,840,723 671,350,715 △56,490,008 92.2 

繰越金 119,827,791 81,973,256 △37,854,535 68.4 

諸収入 16,468,570 8,596,952 △7,871,618 52.2 

国庫支出金 145,000 7,302,000 7,157,000 5035.9 

合 計 6,218,767,195 5,838,644,923 △380,122,272 93.9 

 

⑵  款別歳出決算の前年度比較 

款 
令和５年度 
決算額 （円） 

令和６年度 
決算額 （円） 

前年度比 

（円） （％） 
Ⓐ Ⓑ Ⓑ－Ⓐ Ⓑ／Ⓐ 

総務費 68,704,240 69,714,317 1,010,077 101.5 

保険給付費 4,058,882,564 3,755,892,409 △302,990,155 92.5 

国民健康保険事業費納付

金 
1,858,653,978 1,814,504,856 △44,149,122 97.6 

保健事業費 38,984,965 37,667,615 △1,317,350 96.6 

基金積立金 1 1 0 100.0 

諸支出金 111,568,191 69,138,299 △42,429,892 62.0 

合 計 6,136,793,939 5,746,917,497 △389,876,442 93.6 
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⑶ 款別歳入決算の状況

款 

予算現額 

（円） 

調定額 

（円） 

収入済額（決算額） 

（円） 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ 

国民健康保険税 1,272,386,000 1,585,704,377 1,287,296,025 

県支出金 4,278,395,000 3,782,125,974 3,782,125,974 

財産収入 1,000 1 1 

繰入金 679,836,000 671,350,715 671,350,715 

繰越金 81,973,000 81,973,256 81,973,256 

諸収入 7,000 8,596,952 8,596,952 

国庫支出金 7,194,000 7,302,000 7,302,000 

合 計 6,319,792,000 6,137,053,275 
5,838,644,923 

Ⓔ 

⑷ 基金の状況

区 分 基金の目的 

令和５年度末現在高 

市民一人当た
りの現在高 

Ⓐ Ⓑ（Ⓐ／68,686 人） 

国民健康保険事業
財政調整基金 

国民健康保険事業の健全かつ円滑な
運営を図るために必要な財源を積み
立てる。 

77,010 1 
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不納欠損額 

（円） 

収入未済額 

（円） 

予算現額に対す 
る増減額（円） 

収入割合（％） 

対予算現額 対調定額 決算額構成比 

Ⓓ Ⓑ－Ⓒ－Ⓓ Ⓒ－Ⓐ Ⓒ／Ⓐ Ⓒ／Ⓑ Ⓒ／Ⓔ 

22,153,358 276,254,994 14,910,025 101.2 81.2 22.0 

0 0 △496,269,026 88.4 100.0 64.8 

0 0 △999 0.1 100.0 0.0 

0 0 △8,485,285 98.8 100.0 11.5 

0 0 256 100.0 100.0 1.4 

0 0 8,589,952 122,813.6 100.0 0.2 

0 0 108,000 101.5 100.0 0.1 

22,153,358 276,254,994 △481,147,077 92.4 95.1 
 

 
100.0 

 

（単位 円） 

令和６年度中の増減 令和６年度末現在高 前年度比 

積立額 取り崩し額  
市民一人当た 
りの現在高 

 
市民一人当た
りの現在高 

Ⓒ Ⓓ Ⓔ（Ⓐ＋Ⓒ－Ⓓ） Ⓕ（Ⓔ／68,781 人） Ⓔ－Ⓐ Ⓕ－Ⓑ 

1 0 77,011 1 1 0 
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⑸ 保険税決算の状況

区 分 

予算現額 

（円） 

調定額 

（円） 

収入済額（決算額） 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

現年度課税分 1,201,011,000 1,313,899,600 1,218,164,064 0

滞納繰越分 71,375,000 271,804,777 69,131,961 22,153,358

合 計 1,272,386,000 1,585,704,377
1,287,296,025 

Ⓔ 
22,153,358

⑹ 収入未済額の内容 （単位 円） 

区 分 国民健康保険税 

令和６年度 95,735,536

令和５年度 58,161,264

令和４年度 50,279,531

令和３年度 33,460,503

令和２年度以前 38,618,160

合 計 276,254,994

⑺ 過誤納金還付未済額の内容 （単位 円） 

区 分 国民健康保険税 

令和６年度 2,006,566

⑻ 不納欠損額の内容 （単位 円） 

区 分 国民健康保険税 

地方税法第１５条の７第４項 
10 人

1,912,288

地方税法第１５条の７第５項 
2 人

1,052,500

地方税法第１８条 
326 人

19,188,570

合 計 22,153,358
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収入未済額 

（円） 

決算額 
構成比 
（％） 

徴収率（過誤納金還付未済額を除く。）
被保険者一人当たりの 

決算額 

（％） 前年度 対前年度 （円） 被保険者［令和
６年度末］ 

Ⓑ－Ⓒ－Ⓓ Ⓒ／Ⓔ Ⓒ／Ⓑ Ⓕ Ⓒ／Ⓑ－Ⓕ Ⓔ／Ⓗ Ⓗ 

95,735,536 94.63 92.57 92.77 △0.20
124,666 10,326 人

180,519,458 5.37 25.41 23.43 1.98

276,254,994 100.00 81.05 80.65 0.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地方税法（抜粋） 
 

（滞納処分の停止の要件等）  

第１５条の７ 地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、

滞納処分の執行を停止することができる。 

⑴ 滞納処分をすることができる財産がないとき。  

⑵ 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。  

⑶ その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。  

２～３ 略  

４ 第１項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その

執行の停止が３年間継続したときは、消滅する。  

５ 第１項第１号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認

に係るものであるとき、その他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるとき

は、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直

ちに消滅させることができる。 

（地方税の消滅時効）  

第１８条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利は、法定納期限の翌日から起算して５年間

行使しないことによって、時効により消滅する。 
 ⑴以下 略 
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⑼ 款別歳出決算の状況 

款 

予算現額 

（円） 

支出済額（決算額） 翌年度繰越額 

（円） （円） 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ 

総務費 80,852,000 69,714,317 0

保険給付費 4,288,671,000 3,755,892,409 0

国民健康保険事業費

納付金 
1,814,506,000 1,814,504,856 0

保健事業費 47,587,000 37,667,615 0

基金積立金 1,000 1 0

諸支出金 69,139,043 69,138,299 0

予備費 19,035,957 0 0

合 計 6,319,792,000
5,746,917,497

Ⓓ 
0
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不用額 

（円） 

執行割合（％） 市民一人当たりの決算額

対予算現額 決算額構成比 （円） 

Ⓐ－Ⓑ－Ⓒ Ⓑ／Ⓐ Ⓑ／Ⓓ Ⓑ／68,781 人 

11,137,683 86.2 1.2 1,014

532,778,591 87.6 65.3 54,606

1,144 100.0 31.6 26,381

9,919,385 79.2 0.7 548

999 0.1 0.0 0

744 100.0 1.2 1,005

19,035,957 0.0 0.0 0

572,874,503 90.9 100.0
 

 
83,554
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科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管 

款  項  目  

事 業 名 国民健康保険事業 

決  算  額 

（前年度比） 財    源    内    訳 

5,746,917,497円 
（△389,876,442 円）

国・県支出金 
使用料・手数

料 

分担金・負担

金・寄附金 
地 方 債 そ の 他 一般財源等 

3,789,427,974円 0 円 0 円 0 円 12,634,927 円 1,944,854,596円 

市民一人当たり 

の決算額 

83,554 円  

（一般財源等ベース 28,276 円） 
単位決算額 

536,794 円  

（被保険者 10,706 人） 

保

険

年

金

課 

１ 事業目的 

相互扶助の精神にのっとり、国民健康保険加入者の疾病、負傷、出産又は死亡

に関し、保険給付を行う。 
 

２ 事業内容 

⑴ 一般状況 

  ア 年度平均（月平均） 

区 分 内 容 

世帯 7,288 世帯 

被保険者 10,706 人 

前期高齢者被保険者６５歳～７４歳（再掲） 4,272 人 

介護保険第２号被保険者（再掲） 3,710 人 

イ 指標実績 

区 分 内 容 

保険税収入率（（収入済額－還付未済額）／調定額） 81.05％ 

 
現年課税分（（収入済額－還付未済額）／調定額） 92.57％ 

滞納繰越分（（収入済額－還付未済額）／調定額） 25.41％ 

１人当たり医療給付費（※１） 347,814 円 

保健事業比率（※２） 2.93％ 

※１ １人当たり医療給付費＝｛療養諸費（審査支払手数料を除く）＋高

額療養費＋移送費｝／平均被保険者数 

※２ 保健事業比率＝保健事業費／保険税収入額 

⑵ 保険給付費（保険給付の状況） 

国民健康保険法及び清須市国民健康保険条例の規定による保険給付を行っ

た。 

  ア 療養給付費 

区 分 １人当たり １件当たり 件 数 事業費 

一般 299,445 円 16,409 円 195,375 件 3,205,863,149 円 

イ 療養費 

区 分 １人当たり １件当たり 件 数 事業費 

一般 3,915 円 7,150 円 5,862 件 41,912,411 円 

ウ 審査支払手数料 

支給額（平均） 件 数 事業費 

48.38 円／件 202,459 件 9,795,266 円 

 

 

 



- 379 - 

 

保

険

年

金

課 

エ 高額療養費 

区 分 １人当たり １件当たり 件 数 事業費 

一般 44,454 円 56,610 円 8,407 件 475,919,193 円 

オ その他保険給付 

区 分 支給額 件 数 事業費 

出産育児一時金 500,000 円以内／件 38 件 18,944,830 円 

葬祭費 50,000 円／件 69 件 3,450,000 円 

傷病手当金 ― 0 件 0 円 

 ⑶ 事業費納付金 

   県が財政運営上、県内市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じ決定した国

保事業費納付金(保険料負担)を納めた。 

  ア 医療給付費 

区 分 １人当たり 
被保険者 

（年度平均） 
事業費 

一般被保険者医

療給付費 
118,150 円 10,706 人 1,264,918,432 円 

  イ 後期高齢者支援金 

区 分 １人当たり 
被保険者 

（年度平均） 
事業費 

一般被保険者後

期高齢者支援金 
38,179 円 10,706 人 408,740,950 円 

  ウ 介護納付金 

区 分 １人当たり 
被保険者 

（年度平均） 
事業費 

介護納付金 37,964 円 3,710 人 140,845,474 円 

 ⑷ 保健事業費 

  ア 特定健康診査等事業費 

支給額（平均） 件 数 事業費 

10,326 円／件 3,083 件 31,833,667 円 

イ 保健事業費（人間ドック補助事業） 

支給額（限度額） 件 数 事業費 

15,000 円以内／件 188 件 2,813,300 円 

 

３ 事業成果 

被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うととも

に、特定健康診査、特定保健指導を実施し、生活習慣病の予防、早期発見、早期

治療に努め、社会保障及び市民の健康増進に寄与することができた。 

国保制度改正による財政の県単位化の７年目として、適正な財政運営を行うこ

とができた。 

 




